
船舶事故調査報告書 

令和４年５月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年８月２９日 １６時０７分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市沙
さ

美
み

海水浴場 

沙美漁港防波堤灯台から真方位２５９°６２０ｍ付近 

（概位 北緯３４°３０.１′ 東経１３３°３８.０′） 

事故の概要 水上オートバイSAMI
サ ミ ー

は、西進中、また、水上オートバイセブンは、

浮体をえい
．．

航して右旋回中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年１０月２５日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ SAMI、０.１トン 

２７１－３７７２６岡山、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ セブン、０.１トン 

２７１－３６９０９岡山、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 操縦者Ａ、特殊小型（平成２６年６月１４日をもって失効中） 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に亀裂等 

Ｂ 船首部両舷外板に亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風速 約４.７m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 高潮時 

 事故の経過 Ａ船は、操縦者Ａが１人で乗り組み、沙美海水浴場の遊泳区域外を

約４０～４５km/h の速力（対地速力、以下同じ。）で、右舷方に設置

されたサメ避けネットに沿って西進中、Ａ船の左舷船首部とＢ船の船

首部とが衝突し、操縦者Ａが落水した。 

操縦者Ａは、右舷方のサメ避けネットを見ていたので、左舷方から

接近してくるＢ船に気付かなかったのではないかと本事故後に思っ

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人１人（以下「同乗者Ｂ」と

いう。）を後部座席に乗せ、知人３人を搭乗させた浮体を約１５ｍの

ロープを使用してえい
．．

航し、沙美海水浴場の遊泳区域外を約３０km/h

の速力で西進し、船長Ｂが左舷後方に振れ回る浮体を気にしながら右

旋回中、Ａ船と衝突し、船長Ｂ及び同乗者Ｂが落水し、そのときに船

長Ｂが腰を捻って負傷した。 

船長Ｂは、右旋回中だったので、左舷後方に振れ回る浮体が気にな

ってその方向を見ており、右舷方から接近してくるＡ船に気付かなか



 

ったと本事故後に思った。 

分析 Ａ船は、西進中、操縦者Ａが右舷方のサメ避けネットを見ながら航

行を続けたことから、左舷方から接近してくるＢ船に気付かず、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、浮体をえい
．．

航して右旋回中、船長Ｂが左舷後方に振れ回る

浮体が気になってその方向を見ながら航行を続けたことから、右舷方

から接近してくるＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因 本事故は、Ａ船が西進中、Ｂ船が浮体をえい
．．

航して右旋回中、操縦

者Ａが右舷方のサメ避けネットを見ながら航行を続け、また、船長Ｂ

が左舷後方に振れ回る浮体の方向を見ながら航行を続けたため、互い

に接近していることに気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操縦者は、遊走中、一定方向のみを見ずに、常時、周囲の見張り

を適切に行うこと。 

・船長は、遊走中、えい
．．

航している浮体の方向のみを見ずに、常

時、周囲の見張りを適切に行うこと。 

・操縦者は、小型船舶操縦免許証の更新手続きを行い、有効な免許

証を保持して小型船舶を操縦すること。 


